
船橋市指定障害児通所支援事業等の障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する様

式等を定める要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第 

２１条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者又は指定発達支援医療機関、

又は法第２４条の２６第１項第１号に規定する指定障害児相談支援事業者（以下「指定

障害児通所支援事業者等」という。）に支給する障害児通所給付費又は障害児相談支援給

付費（以下「障害児通所給付費等」という。）の算定に関し、必要な様式等を定めるもの

とする。 

（体制等の届出） 

第２条 指定障害児通所支援事業者等は、法第２１条の５の３第１項又は第２４条の２６

第１項に規定する障害児通所給付費等の算定にあたり必要な体制等に関する事項を、あ

らかじめ、障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出書（第１号様式）に、

必要な付表等を添えて、市長へ届け出なければならない。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。 

 

 

  



 

 

 

 

 



 


